
政
令
第
百
七
十
二
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
有
財
産
の
貸
付
料
等
に
係
る
債
権
の
履
行
期
限
の
延

長
に
つ
い
て
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

歳
入
徴
収
官
等
（
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
歳
入
徴
収
官
等
を
い
う
。
）
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
を
受
け

た
者
に
対
し
て
当
該
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
国
有
財
産
（
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
財
産
を
い
う
。
）
の
貸
付
料
（
貸
付
け
以
外
の
方
法
に
よ
り
使
用
又
は
収
益
を
さ
せ
た
場
合

に
は
、
そ
の
対
価
）
に
係
る
債
権
の
履
行
期
限
を
延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
履
行
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
国
の

債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則



こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


